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一般社団法人 日本周産期・新生児医学会 

理事長 田村 正徳 

 

 

平素より学会にご支援を賜り、心より御礼申し上げます。 

さて、9 月 17 日に、9 団体による共同提言として、公益社団法人日本産婦人科医会 木下

勝之会長、公益社団法人日本小児科学会 五十嵐隆会長等と共に、田村慶久厚生労働大臣

に「産科医療補償制度の対象拡大に関する要望」を提出し、厚生労働省において記者会見

を行いました。 

また、武見敬三参議院議員等に要望の内容につき説明いたしました。 

提出した要望書及び要望書提出についての当学会としての見解を掲載いたしますので、ご

高覧いただきますようお願い申し上げます。 
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「産科医療補償制度の補償対象範囲拡大の要望」 

提出についての当学会の見解 

  

産科医療補償制度は、平成 21 年 1 月 1日 から、「分娩に関連して発症した重度脳性麻

痺のお子様とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因

分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争

の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的」として運用されていま

す。その結果、脳性麻痺を発症した児およびその家族にとって、大きな助けとなってい

ます。また、原因分析、さらに再発防止にも通じる制度となっております。その結果、

この制度はすでに社会的にも評価され、わが国の今後の医療に関する補償制度の手本に

なると考えます。 

しかしながら、本制度が始まって約 5年 が経過しましたが、この制度を運用する上

での改善点も明らかになってきました。そのなかで最も大きな課題は、本制度の補償対

象範囲であります。現在の補償対象基準（添付資料参照）は、出生体重と在胎期間によ

り厳格に規定されており、この規定から外れる児に対しては補償を行うことができませ

ん。同じ脳性麻痺でありながら、児および家族の負担はより大きくなっている現状です。

特に、現状では在胎 28～32 週の児では、補償対象に認定されるためには、大変厳しい

規定が設けられています。この規定のため、本制度の目的である、児と家族の経済的補

償を行うことが大変困難な状況にあります。しかしながら近年の周産期医療の進歩によ

り、在胎 28～32 週の児では脳性麻痺が発生する確率は劇的に減少しており、かって“未

熟性”の指標とされた、RDS や NEC や IVH を合併した児でさえも脳性麻痺を発生する事

例は極一部となっています。 

5 年を目途に本制度の再検討が行われるこの機会に、是非補償対象範囲の拡大を実現

し、児とその家族にとってより優しい制度に改めて頂くために、当学会としても要望書

の実現を切望いたします。 
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【資 料】 産科医療補償制度の補償対象 

  

［1］ 補償対象基準 

1.  出生体重 2,000g 以上、および在胎週数 33 週 以上のお産で生まれていること 

または 

2.  在胎週数 28 週以上であり、かつ、次の（1） または（2）に該当すること 

（1） 低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス（酸性血症）の所見が

認められる場合（pH 値が 7.1 未満） 

（2） 胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、通常、前兆となるよう

な低酸素状況が前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出等によ

って起こり、引き続き、次のイからハまでのいずれかの胎児心拍数パターンが認

められ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められる場合 

  イ突発性で持続する徐脈 

  ロ子宮収縮の 50％以上に出現する遅発一過性徐脈 

  ハ子宮収縮の 50％以上に出現する変動一過性徐脈 
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